
上越市行政手続の電子化に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

令和６年３月２８日 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市規則第１９号 

上越市行政手続の電子化に伴う関係規則の整備に関する規則 

（上越市土地区画整理事業助成金交付規則の一部改正） 

第１条 上越市土地区画整理事業助成金交付規則（昭和４６年上越市規則第２５号）の一部   

を次のように改正する。 

第２号様式中「○印」を削る。 

（上越市電話管理規則の一部改正） 

第２条 上越市電話管理規則（昭和４６年上越市規則第２６号）の一部を次のように改正す 

る。 

  第２号様式を次のように改める。 

第２号様式（第６条関係） 

 

 公 用 通 話 料 請 求 簿 

 

課   名              

請求者氏名              

通話 

月日 
用 件 通話場所 対話者 

通話 

区分 
立替通話料 

       
市内 

市外 
円 

       
市内 

市外 
円 

 

       
市内 

市外 
円 

（上越市住居表示に関する条例の施行規則の一部改正） 

第３条 上越市住居表示に関する条例の施行規則（昭和４６年上越市規則第３７号）の一部    

を次のように改正する。 



  第１号様式中 

「 

   ※ 

 」 

を削る。 

第２号様式中 

「 

   ※ 

 」 

を削る。 

 第３号様式中「印」を削る。 

（上越市補助金交付規則の一部改正） 

第４条 上越市補助金交付規則（昭和４６年上越市規則第５６号）の一部を次のように改正

する。 

 第１号様式中 

「 

（交付・不交付の決定） 

※ 

補助金の名称 
  

※ 

交付決定額 
円 

※ 

 

交 付 条 件 等 

 

 

・ 交付時期及び金額 

・ 不交付の場合 その理由 

・ 補助金決定の経過 

・ 交付条件 

  別添 補助金交付決定通知書のとおり 

※  支 出 科 目 

 ・  ・  ・  

※  予 算 額 

千円 

決裁 課長 

 

副課長 

 

係長 

 

実地

調査 

 

書類

調査 

 

処理 

住 居 番 号 符 定 通 知 表示板交付 台 帳 登 載 対 照 表 

                    

決裁 課長 

 

副課長 

 

係長 

 

実地

調査 

 

書類

調査 

 

処理 

住 居 番 号 通 知 表示板交付 台 帳 更 正 対 照 表 

                    



      ※欄は、申請者において記載しないこと。 

」 

を削る。 

 第２号様式中「印」を削る。 

 第３号様式中 

「 

補 助 金 の 交 付 

決 定 額 
円 同 確定額 

※           円 

補 助 事 業 の 完 

了 年 月 日 
年  月  日 審 査 

※      年  月  日    

  係員       ○印  

  」  

  を 

「 

補 助 金 の 交 付 

決 定 額 
円 

補助事業の

完了年月日 
年  月  日 

  」 

に改め、「※欄は、申請者において記載しないこと。」を削る。 

（上越市原動機付自転車標識手数料条例施行規則の一部改正） 

第５条 上越市原動機付自転車標識手数料条例施行規則（昭和４６年上越市規則第５７号）

の一部を次のように改正する。 

      「   

第２号様式中 

 

 及び 

  」 

「 

※ 標 識 番 号  摘 要  

」 

を 

「 

※ 標 識 番 号  

 」 

に改める。 

受付印 



（上越市市税条例施行規則の一部改正） 

第６条 上越市市税条例施行規則（昭和４６年上越市規則第６６号）の一部を次のように改

正する。 

      「   

第７号様式中 

 

 を削る。 

  」 

  第１８号の３様式中「印」を削る。 

  第２７号様式その２中「上欄に決裁欄を設けること。」及び「○印」を削る。 

               「   

第３０号様式及び第３１号様式中 

 

 を削る。 

  」 

  第３２号様式その２中 

「        

 充 当  
年  月  日 処理済 ￥ 

記号    番号   No.            枚 
検 印   

 振 替      年  月  日          から振替 
 

 

 不 渡          年  月  日  不渡確認証券返還  

  」 

 を 

「        

 充 当 
年  月  日 処理済 ￥ 

記号    番号   No.                枚 
  

 振 替     年  月  日             から振替  

 不 渡        年  月  日  不渡確認証券返還  

  」 

    「  

 課 長   

    

 副 課 長   

 

 
 

 

 

 

に改め、 

  

   

 

 

 

を削る。 

 

係 長  

受付印 

受付印 



    
    

 係   

    

           」  

               「   

第３７号様式及び第４３号様式中 

 

 を削る。 

  」 

「   

第４８号様式中 

 

 を削る。 

  」 

       「     

第５２号様式中 

 

、 

  

 
 

 

 
  

  」  

「       

 ※

処

理

事

項 
発  信  年  月  日   

及び「注  
 

郵  便  局  消  印  等 
確認印 

  
   年  月  日 

 

 

    」 

※印欄には記入しないでください。」を削る。 

第５５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

受付印 

受付印 

受付印 



第５５号様式（第１１条関係） 

鉱 産 税 更 正（決 定）通 知 書 

第     号 
年  月  日 

 (特別徴収義務者) 

 

  住(居)所 

  (所在地) 

 

  氏 名      様 

  (名 称) 

上越市長      印 

年  月分 

申告書提出期限 

年  月  日 

申告書提出月日 

年  月  日 

  地方税法第538条の規定により次のとおり更正（決定）したので納期限までに納めてく

ださい。 

  課 税 標 準 税 率 税 額 

更正（決定）による課税標準等         
円   円 

既に納入の確定した税額                

この通知書により納入すべき税額       

  
基 礎 と な る 

税 額 
税 率 加 算 金 額 

更 正 （ 決

定 ） に よ

る 加 算 金 

額 

過少申告 

不 申 告 

重 

加算金額 

円   円 

法第  条の規定による減

額分 
      

差引納入額       

納 期 限 年  月  日 納 入 場 所   

  上記の金額のほか、申告納入すべきであった納期限の翌日から納入の日までの期間に応

じ、不足税額（１，０００円未満の端数があるとき、またその金額が２，０００円未満で

あるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）につき年   ％（納期限の翌日

から１月を経過するまでの期間については年   ％）の割合で計算した額の延滞金を加

算して納めてください。 

 （付記） 

⑴ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算 

して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日 

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

      ⑵ この決定について、上記⑴の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審 

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市    

を被告として（訴訟において市を代表する者は、市長となります。）処分の取消し 



の訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったこと   

を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決   

の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで 

きなくなります。）。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、審 

査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

      ア 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

       イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の 

必要があるとき。 

       ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  第５８号様式、第５８号の２様式、第５８号の４様式及び第５８号の６様式中 

「   

 

 

 を削る。 

  」 

    「   

第６１号様式その１中 

 

 を削る。 

  」 

「    

第６１号様式その２中 

 

を削る。 

  」    

「     「  

第６１号様式その３中 

  

及び  

※  所  有  者  コ  ー  ド 

 
住 所 氏      名 合算 

          

  」  」 

を削る。     

「    

 第６１号様式その４中 

 

 、「※」及び「注 ※印欄には記入しないでくだ 

  」  

 さい。」を削る。 

    「     

 第６２号様式中 

 

 を削る。 

 

  」   

  「  

第６５号様式及び第６６号様式中 

 

 を削る。 

        」  

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 



    「    

第７１号様式中 

 

    を削る。 

    」 
 

    「   

第７６号様式その１中 

 

 を削る。 

  」 
 

    「   

第７６号様式その２中 

 

 を削る。    

  」 

第７６号様式その３から第７６号様式その５までの様式及び第７７号様式中 

「   

 

 

 を削る。 

  」 
 

  第８６号様式中 

「                    

 く
だ
さ
い
。 

記
入
し
な
い
で 

※ 

認
定
欄 

 住 宅 用 地 
台帳 区分 

所 有 者 コ ー ド 

  
  一部非住宅用地 住 所 氏 名 枝 合 

     ・   ％ 
 

旧            

  非 住 宅 用 地 新            

                   」、 

「提出先」及び「受付印」を削る。 
 

    「   

第９９号様式から第１０２号様式までの様式中 

 

 を削る。 

  」 

（上越市斎場規則の一部改正） 

第７条 上越市斎場規則（昭和４７年上越市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第８号様式中「印」を削る。 

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 

受付印 



 （上越市中小企業振興資金融資規則の一部改正） 

第８条 上越市中小企業振興資金融資規則（昭和４７年上越市規則第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

  「   「    

別記様式中 

申込金融 

機 関 名      
 

 

（担当者：  ） 

 を 

申込金融 

機 関 名 

 

に 

※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※決裁： 年  月  日 

担当者名 

 

  」   」 

 改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

（上越市地方産業育成資金融資規則の一部改正） 

第９条 上越市地方産業育成資金融資規則（昭和４７年上越市規則第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

  「   「    

別記様式中 

申込金融 

機 関 名      

（担当者：  ） 

 を 

申込金融 

機 関 名 

 

に 

※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※決裁： 年  月  日 

担当者名 

 

  」   」 

 改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

（上越市農林漁業振興事業の委託に関する規則の一部改正） 

第１０条 上越市農林漁業振興事業の委託に関する規則（昭和４７年上越市規則第４４号）



の一部を次のように改正する。 

  第１号様式中「印」を削る。 

（上越市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則の一部改正） 

第１１条 上越市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則（昭和４７年上越市規則第４５号）

の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

 （上越市公印規則の一部改正） 

第１２条 上越市公印規則（昭和４７年上越市規則第４９号）の一部を次のように改正す

る。 

  第８条中「決裁済の文書を添えて公印保管者に提示し、その承認」を「決裁後、公印保

管者の承認」に改める。 

 （上越市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例施行規則の一部改正） 

第１３条 上越市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例施行規則（昭和４７年上越市

規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 ないでください。」を削る。 

  第４号様式中 

 「 

※ 

 

 

処理欄 

受付年月日 認定年月日 
再認定 

棄 却 
年月日 有 効 期 間 備   考 

      

」 

及び備考４を削る。 

  第７号様式中 

 「 

※ 

 

処 理 欄 

受付年月日 認定期日 医療券訂正 
認定患者台帳 

訂正 

    

 「      

第１号様式中 

 ※ 年  月  日 番 号  

及び「⑷ ※印欄は、書か  受付   ・  ・   

 認定   ・  ・   

     」  



 ・  ・ ・  ・ 

  

    注 ※印欄は、書かないでください。 

」 

 を削る。 

第９号様式中  

 「 

※ 受付年月日 年  月  日 ※ 支 給 年 月 日 年  月  日 

※ ○Ａ  ×10 ○Ｂ  ×10 ○Ｄ  
付 加

給 付 額 

○Ａ：○Ｂ  差引支給決

定額 

助成金

の計算 

総費用額 認 定 疾 病

分金額 

自 己

負 担 金 
診療割合 

円 円 円 円 割 円 

※ 
処
理
欄 

資格審査 計算 支給台帳 支給起票 決

裁 

課長 副課長 係長 係 

                

   ※ １ この申請書は月ごとに医療機関の証明をもらってください。 

     ２ ※印欄は書かないでください。                   」 

 を「※ この申請書は、月ごとに医療機関の証明をもらってください。」に改める。 

（土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度並びに長期譲渡所得課税の特例制度に係る

優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則の一部改正） 

第１４条 土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度並びに長期譲渡所得課税の特例制度

に係る優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則（昭和５０年上越市規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

 「      

第１号様式中 

 ※
手 

数 

料 

欄 

整理番号第    号 
 

を削り、 
     

手 数 料          円 
 

 
係 印 

 

    」  

 「       

 
※ 認 定 証 明 年 月 日 番 号     年  月  日 第    号 

 

 ※ 処 理 事 項  受付  



 を 

 に改める。 

 

 を 

「   

  備考 １ 住宅が一棟の家屋の居住の用に供するために、独立的に区分された一

の部分である場合にあっては、それぞれの住宅について、別紙に記載

し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄には当該一棟の家屋の床面積

及びその敷地面積を記載すること。 

２ 住宅の構造については耐火及びその区分を記載すること。 

 

    備考 １ ※印のある欄は、記載しないこと。 

    ２ その他必要な事項の欄には、道路位置指定、農地転用届等その他の法 

令による許可を必要とする場合には、その手続の状況を記載すること。 

 

  」 

 「       

 備考 その他必要な事項の欄には、道路位置指定、農地転用届等その他の法令に

よる許可を必要とする場合には、その手続の状況を記載すること。 

 

  」 

 「      

第４号様式中 

 ※
手 

数 

料 
欄 

整理番号第    号 
 

を削り、 
     

手 数 料          円 
 

 
係 印 

 

    」  

 「       

 
※ 認 定 証 明 年 月 日 番 号     年  月  日 第    号 

 

 ※ 処 理 事 項  受付  

 備考 １ ※印のある欄は、記載しないこと。 

   ２ 住宅が一棟の家屋の居住の用に供するために、独立的に区分された一 

の部分である場合にあっては、それぞれの住宅について、別紙に記載

し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄には当該一棟の家屋の床面積

及びその敷地面積を記載すること。 

  ３ 住宅の構造については耐火及びその区分を記載すること。 

４ 申請に当たっては、この様式中該当しない部分を抹消すること。 

 

  」 

   



     ３ 申請に当たっては、この様式中該当しない部分を抹消すること。  

  」 

 に改める。 

（上越市関川及び戸野目川改修事業に伴う代替土地等取得融資資金に対する利子補給補助 

金交付規則の一部改正） 

第１５条 上越市関川及び戸野目川改修事業に伴う代替土地等取得融資資金に対する利子補

給補助金交付規則（昭和５３年上越市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

（上越市庁舎管理規則の一部改正） 

第１６条 上越市庁舎管理規則（昭和５４年上越市規則第１８号）の一部を次のように改正

する。 

  第３号様式中「印」を削る。 

（上越市老人福祉法施行規則の一部改正） 

第１７条 上越市老人福祉法施行規則（昭和５６年上越市規則第１４号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第１号様式（その３）を削り、第１号様式（その４）を第１号様式（その３）とする。 

   「     

第３号様式中 
 

所 長    課 長     
副課長 

係 長 
係 

 

     」 

 を削る。 

  第９号様式（その２）を削り、第９号様式（その１）を第９号様式とする。 

 （上越市工場移転特別資金融資規則の一部改正） 

第１８条 上越市工場移転特別資金融資規則（昭和５９年上越市規則第８号）の一部を次の

ように改正する。 

   「   「    

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式中 

申込金融 

機 関 名      

（担当者：  ） 

  

 

 

 

 

 

 を 

申込金融 

機 関 名 

 
 

 

 

 

 

 

 

に 

※受付印 

 

 

   



 

 

 

 

 

※決裁： 年  月  日 

担当者名 

 

  」   」 

改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

（上越市経営改善支援資金融資規則の一部改正） 

第１９条 上越市経営改善支援資金融資規則（平成４年上越市規則第３７号）の一部を次の

ように改正する。 

  「   「    

別記様式中 

申 込 金 融 

機 関 名      

（担当者：  ） 

 を 

申 込 金 融 

機 関 名 

 

に 

※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※決裁： 年  月  日 

担当者名 

 

  」   」 

改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

 （上越市身体障害者福祉法施行細則の一部改正） 

第２０条 上越市身体障害者福祉法施行細則（平成８年上越市規則第１号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

  第４号様式及び第５号様式中「印」を削る。 

 （上越市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第２１条 上越市情報公開条例施行規則（平成８年上越市規則第２５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第５号様式及び第６号様式中「印」を削る。 

 （上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２２条 上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則（平成１０年上越市規 

則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１０号様式の２中「印」を削る。 



 （上越市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２３条 上越市生活環境の保全等に関する条例施行規則（平成１０年上越市規則第４２号） 

の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

（上越市景観条例施行規則の一部改正） 

第２４条 上越市景観条例施行規則（平成１２年上越市規則第４６号）の一部を次のように 

改正する。 

  第３号様式中「印」を削る。 

  第１６号様式中 

 「 

備      考 ※ 

  ※印欄は、記入しないでください。 

」 

 を 

 「 

備      考  

」 

 に改める。 

第１８号様式、第２１号様式及び第３２号様式中「印」を削る。 

（上越市児童手当法施行細則の一部改正） 

第２５条 上越市児童手当法施行細則（平成１４年上越市規則第４５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第９号様式及び第１０号様式中「印」を削る。 

（上越市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第２６条 上越市児童福祉法施行細則（平成１５年上越市規則第１９号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第１１号様式中「印」を削る。 

   「    

第１５号様式中  受付番号   を削り、備考を次のよ 

    」 

うに改める。 

備考 



  １ 「法人である場合その種別」欄には、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財  

団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。 

  ２ 「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載し 

てください。 

  ３ 「実施事業」欄には、今回申請をする相談支援事業の種類に「○」を記載してください。 

  ４ 「障害児相談支援事業」の指定を申請する場合は、「特定相談支援事業」の指定も併せ 

て申請してください。 

（上越市道路工事施工承認規則の一部改正） 

第２７条 上越市道路工事施工承認規則（平成１６年上越市規則第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６号様式中「印」を削る。 

（上越市同報系防災行政無線戸別受信機等貸付規則の一部改正） 

第２８条 上越市同報系防災行政無線戸別受信機等貸付規則（平成１６年上越市規則第   

１４４号）の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

（上越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改 

正） 

第２９条 上越市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

（平成１８年上越市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第１９号様式中「印」を削る。 

     「    

第２３号様式中  受付番号   を削り、備考を次のよ 

    」 

うに改める。 

 備考 

１ 「法人である場合その種別」欄には、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財 

団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。 

  ２ 「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載し 

てください。 

  ３ 「実施事業」欄には、今回申請をする相談支援事業の種類に「○」を記載してください。 

  ４ 「障害児相談支援事業」の指定を申請する場合は、「特定相談支援事業」の指定も併せ 

て申請してください。 

（上越市法定外予防接種健康被害補償規則の一部改正） 



第３０条 上越市法定外予防接種健康被害補償規則（平成１８年上越市規則第４６号）の一 

部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

（上越市中心市街地活性化資金融資規則の一部改正） 

第３１条 上越市中心市街地活性化資金融資規則（平成２３年上越市規則第１８号）の一 

部を次のように改正する。 

  「   「    

別記様式中 

申込金融 

機 関 名      

（担当者：  ） 

 を 

申込金融 

機 関 名 

 

に 

※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※決裁：  年  月   日 

担当者名 

 

  」   」 

改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

（上越市経営力強化資金融資規則の一部改正） 

第３２条 上越市経営力強化資金融資規則（平成２５年上越市規則第３１号）の一部を次の 

ように改正する。 

  「   「    

別記様式中 

申 込 金 融 

機 関 名      

（担当者：  ） 

 を 

申 込 金 融 

機 関 名 

 

に 

※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※決裁： 年  月  日 

担当者名 

 

  」   」 



改め、「太枠内を記入してください。また、」を削る。 

（上越市空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則の一部改正） 

第３３条 上越市空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則（平成２７年上越 

市規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第８号様式、第１３号様式及び第１４号様式中「印」を削る。 

（上越市定住促進奨学金貸付条例施行規則の一部改正） 

第３４条 上越市定住促進奨学金貸付条例施行規則（平成２８年上越市規則第２２号）の一

部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

  第６号様式中「公印省略」を削る。 

  第１０号様式及び第１２号様式中「印」を削る。 

（上越市若者奨学金返還支援助成金交付規則の一部改正） 

第３５条 上越市若者奨学金返還支援助成金交付規則（令和５年上越市規則第３５号）の一 

部を次のように改正する。 

  第２号様式、第４号様式及び第６号様式中「印」を削る。 

（上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則の一部改正） 

第３６条 上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則（令和５年上越市規則第３７号） 

の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

（上越市第二次介護保険施設・障害者施設等物価高騰対策支援金交付規則の一部改正） 

第３７条 上越市第二次介護保険施設・障害者施設等物価高騰対策支援金交付規則（令和５ 

年上越市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第３号様式中「印」を削る。 

（上越市農地渇水・高温対策支援金交付規則の一部改正） 

第３８条 上越市農地渇水・高温対策支援金交付規則（令和５年上越市規則第４１号）の一 

部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

 （上越市農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金交付規則の一部改正） 

第３９条 上越市農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金交付規則（令和６年上越市

規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「印」を削る。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付され、又は保有している、この規則に基づく改正前の関係

規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、この規則に

基づく改正後の関係規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。 


